
どっちがベンツＳＬ３５０でしょう？



どっちがトヨタＡＹＧＯでしょう？



こんな商標登録されたらどうします？



現地で見た模倣の実態

NIKEのゴルフバック（広州）

偽わさび（上海）

偽パナソニックカーオーディオ（北京） 偽インク（北京）



海外特許商標セミナー

2011年8月10日

野中 剛
Ｒｉｔａ特許事務所
t-nonaka@rita-pat.com



・ 特許権、著作権などのライセンス供与による
金銭収入目的

・ 第三者の権利化や無断使用を阻止
(自身が権利取得で利潤を追求しないまでも、
第三者の権利化は阻止しておかないと、
自身に災難が降りかかる可能性もあります）

・ 第三者の権利を侵害してしまった場合には、
思わぬ出費と、イメージダウン

(商品購入の際に、知的財産権侵害の問題を確認する作業は重要）

・ 形は無いが、財産の一つ
(組織の価値判断の一つになります）

知的財産の重要性



（１）日本が提供した技術を発明だといってそのまま
特許出願していたとしたら。。。

・ 既に殆どが公知の技術なので、米国でも中国でも特許さ
れる可能性は低い。

・ 仮に、特許されたとしても、無効理由がある。
→法律上は、権利を消滅させる方法はあるが、無効にす
るには大変な労力が必要。

中国企業が新幹線の特許出願するのは悪？



（２）日本が提供した技術に改良を加えた発明を特許
出願していたとしたら。。。

・ 改良発明をした人が特許出願するのは普通の事で、悪い
ことではない。

・ 進歩性など特許要件さえ具備していれば特許される

・ 審査が無い実用新案権であれば、確実に権利化される
（要注意）。

・ 技術は日々進歩していくもので、改良発明が生まれるの
は当然のこと。

→中国を批判する理由が無い。

中国企業が新幹線の特許出願するのは悪？



（３） 問題点

・ 一旦権利化されてしまうと、無効にする（権利を消滅させ
る）には、時間とお金がかかるし、裁判の勝ち負けは正義
が勝つとは限らない。

→裁判費用と考えると、ライセンス契約などで和解せざる
を得ない状況もあり得る。

→自社でバーター取引出来る特許権を持っていなければ、
交渉は著しく不利。

★ 特許権や商標権を持たずに、外国市場に乗り込むの
は、武器を持たずに裸で戦場に行くようなもの。

（なまくら刀かもしれないが、権利武装は必要では？）

中国企業が新幹線の特許出願するのは悪？



・世界で通用する一つの特許権（例えば、国際特許とか世界
特許）というものはない。

・多数国で特許による保護を受けたい場合には、原則として、
各国ごとに各国の言語で特許出願して審査を経て、権利
取得する必要がある。

★例えば、「日本で特許が認められた」としても、「アメリカ
でも日本の特許権に基づいて権利を行使できる」という訳
ではない（実案、意匠、商標も同じ）。

外国に特許出願する場合



○ 出願国が多い場合は費用が比較的安くすむ（約５ヶ国以上）

○ 出願国決定を日本出願日から３０月後まで引き延ばしできる

○ 国際調査などで、ある程度の特許性を知ることが出来る

× 権利化までに時間がかかる

× 出願国数が少ない場合は、国際出願時の費用分だけ割高になる

PCT国際出願

手続きをする国を選択

日本での
審査など

Ａ国の翻訳文
等の提出

Ａ国での
審査など

Ｂ国での
審査など

Ｃ国での
審査など

１２ヶ月以内

Ｂ国の翻訳文
等の提出

Ｃ国の翻訳文
等の提出

日本への出願

日本での
国内処理手続

３０ヶ月
以内

ＰＣＴ国際特許出願（台湾は対象外）



日本への出願

日本出願から１２ヵ月以内に優先権主張を伴って出願

日本での
審査など

Ａ国の言語・
様式で出願

Ａ国での
審査など

Ｂ国での
審査など

Ｃ国での
審査など

○ 出願国が少ない場合は費用が安くすむ（約５ヶ国以下）
と言っても数百万円単位の費用は必要です。

× 日本への出願日から１年以内に出願国を決める必要有り
（その後に追加が出来ない）

Ｂ国の言語・
様式で出願

Ｃ国の言語・
様式で出願

１２ヵ月
以内

優先権制度を使った特許出願



（１）日本で特許権取得するのに、５０～１００万円くらい費用

がかかります。

（２）海外で特許権取得するには、更に数十万円の費用がか

かります（現地の特許事務所費用、翻訳費用）。

（３）アメリカだけは、更に数十万円の費用がかかります。

（アメリカの特許弁護士の費用が突出して高い）

ただし、出願時にこれだけの費用がかかる訳ではないので、

日本の出願後、３０ヶ月以内に、資金調達出来れば良い。

→STEP TO ASIAの活用

特許ってお金かかる？



出願完了までは発明を公表しないで！

・特許出願が完了するまでは、発明の内容を守秘義務の無
い第三者に公表しない。

→公表した時点で、新規性を失うため、特許要件を具備し
なくなる。
例：パブリシティ後の特許出願は、新規性無し
※ ばれなければ、特許になるかもしれないが、無効理由
を潜在的に含む特許権になり不安定

→新規性喪失の例外の規定（30条）は、適用範囲が狭い上
に、諸外国と適用条件が異なるため、使いづらい。

★平成24年以降は、この規定が緩和されるので、ある程度
はしゃべっても大丈夫だが、やはり公表前に第三者にペラペ
ラをしゃべらない方が良い。


